
さっぽろ市 

05-G01̶ 08-274

20-3-93 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5月22日～6月11日まで開かれた市
し

議会
ぎかい

では、本
ほん

会議
かいぎ

の代表質問
しつもん

や文教委員会などで、条例
じょうれい

案
あん

と、

条例
じょうれい

制定
せいてい

に対する 720件
けん

の陳情
ちんじょう

について審議
しんぎ

が行われました。その結
けっ

果
か

、慎重
しんちょう

な議論
ぎろん

が必要
ひつよう

であ

るとして条例
じょうれい

案
あん

は継続
けいぞく

審査
しんさ

となりましたが、これからも、条例
じょうれい

の制定
せいてい

に向け子どもの権利
けんり

について

多くの市民
しみん

の理解
りかい

が得
え

られるように取組を進めていきます。 
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札幌市は、平成
へいせい

 20年第2回定例
ていれい

市
し

議会
ぎかい

に、「札幌市子どもの権
けん

利
り

に関
かん

する条
じょう

例
れい

案
あん

」を提出
ていしゅつ

しました。今号では、市
し

議
ぎ

会
かい

での議論
ぎろん

の結果
けっか

や、条
じょう

例
れい

制
せい

定
てい

に対して寄
よ

せられた陳
ちん

情
じょう

についてお知らせします。 

条例
じょうれい

案
あん

の概要
がいよう

と意義
い ぎ

について 
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権利
けんり

を強調する条例
じょうれい

を制定
せいてい

することにより、子どもが

権利
けんり

を濫用
らんよう

する不安
ふあん

はないか？ 

この条例
じょうれい

は、子どもが生まれながらに持つ基本
きほん

的
てき

人権
じんけん

を保障
ほしょう

するものである。むしろ、子どもがこれらの権利
けんり

を正しく学び、様々な経験
けいけん

をすることにより、道
どう

徳
とく

や倫
りん

理
り

、規
き

範
はん

意識
いしき

を身につけることにつながると考えている。

条例
じょうれい

によって子ども主体のまちづくりがどのように進 
 

められていくのか？ 

子どもの参加
さんか

や、子どもへの分かりやすい情報
じょうほう

提供
ていきょう

な

ど、条例
じょうれい

案
あん

に定める取組を積極的
せっきょくてき

 

に行い、子どもの視点
してん

に立ったまちづ 
 

くりを進めていきたいと考えている。 

条例
じょうれい

案
あん

には、子どもにとって大切な権利
けんり

や、これを保障
ほしょう

するための大人の役割
やくわり

、子どもを権利
けんり

の侵害
しんがい

から救済
きゅうさい

す

るための新しい機関
きかん

の設置
せっち

など、子どもの権利
けんり

を保障
ほしょう

する

ための理念
りねん

や仕組みを定めています。 

市長は、代表質問
しつもん

で条例
じょうれい

制定
せいてい

の意義
い ぎ

を問われ「子ども

が自分で考え判断
はんだん

し、自立した社会性
しゃかいせい

のある大人へと育つ

ための環境
かんきょう

を整えることや、権利
けんり

侵害
しんがい

に悩
なや

み苦
くる

しんでい

る子どもに対して、適
てき

切
せつ

な解
かい

決
けつ

を図るための環境
かんきょう

を整え

ることが大切である。この条例
じょうれい

に基
もと

づき、市民
しみん

と市が一体

となって、子どもを大切にする社会の実
じつ

現
げん

を 
 

目指していきたい。」と答えました。 

 

 

※  右記のホームページでは、条例案や、子どもの権利条約の内容を詳しく

ご紹介していますので、ぜひご覧ください。 

条例
じょうれい

制定
せいてい

に対し、反対424件
けん

、条文
じょうぶん

の一部削除
さくじょ

を求
もと

め

るもの1件
けん

、賛成
さんせい

295件
けん

、合計720件
けん

の陳情
ちんじょう

がありました。

6月2日の文教委員会では、陳情
ちんじょう

者のうち17人が趣旨
しゅし

を

説明
せつめい

しました。その中では、「条例
じょうれい

案
あん

では子どもの権利
けんり

だ

けが強調されており、権利
けんり

の濫用
らんよう

によって混乱
こんらん

が起きるの

ではないか」、「大人が子どもの権利
けんり

を悪用する恐
おそ

れがある

ので、一部の条文
じょうぶん

を削除
さくじょ

するべきではないか」、「子どもが

生まれながらに持っている権利
けんり

を大 

人が理解
りかい

し、守り、大切にすること 

が重要
じゅうよう

」など、様々な意見があり 
 

ました。 

    

条例
じょうれい

制定
せいてい

に対する陳情
ちんじょう

について 

条例
じょうれい

案
あん

に対する主な質問
しつもん

～その１～ 条例
じょうれい

案
あん

に対する主な質問
しつもん

～その２～ 

質問
しつもん

 

 

条
じょう

例
れい

案
あん

に対する市
し

議会
ぎかい

での主な質問
しつもん

と、それに対する札

幌市の回答を紹介
しょうかい

します。 
 

 

条例
じょうれい

が原因
げんいん

で、家庭のしつけや、学校教育に問題が起 

 

きないか心配する声もあるが、これをどう考えるか？ 

条例
じょうれい

は、日本が 1994 年に批准
ひじゅん

した「子どもの権利
けんり

条約
じょうやく

」で認
みと

められている以
い

上
じょう

の権
けん

利
り

を、新たに定める

ものではない。この条例
じょうれい

は、条
じょう

約
やく

の趣旨
しゅし

を札幌市の

実情
じつじょう

に合わせ実現
じつげん

する指針
ししん

となるものであり、大人が

子どもに指導
しどう

や助言を行うなど、条約
じょうやく

 

を正しく実践
じっせん

することにより、それら 
 

の心配はなくなると考えている。 

回答
かいとう

 

質問
しつもん

回答
かいとう

 

質問
しつもん

回答
かいとう

 


